
 
 

第 79回国民スポーツ大会実施要項（ホッケー競技）の変更について（2025年８月 20日） 

 

頁 変 更 前 変 更 後 
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６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

(3) 選手は、ブロック大会において、同チームに登録を行った者でなければならない。 

 

 

６ 参加資格、所属都道府県及び選手の年齢基準 

(3) 選手は、ブロック大会において、同チームに登録を行った者でなければならない。ただし、公益

財団法人日本スポーツ協会が定める「トップアスリートの国民スポーツ大会参加資格の特例措置」

の適用を受ける選手は、当該年度において都道府県大会・ブロック大会に出場していなくても本大

会に参加できる。（追記） 

 


